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１【提出理由】

2021年6月25日に開催しました当行第90回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 35円　総額 835,642,010円

ロ　効力発生日

2021年6月28日

ハ　その他の剰余金の処分に関する事項

(１)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　3,000,000,000円

(２)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　3,000,000,000円

 
第２号議案 取締役9名選任の件

玉城義昭、山城正保、金城善輝、伊波一也、髙良茂、佐喜真裕、細見昌裕、安藤弘一、当山恵子の9

名を取締役に選任する。

 
第３号議案 監査役1名選任の件

山城　達彦の1名を監査役に選任する。

 
第４号議案 役員賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役（社外取締役除く）6名に対し、役員賞与総額

16,975,000円を支給する。

 
第５号議案 株式移転による完全親会社設立の件

2021年10月1日（予定）を期日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「株式会社お

きなわフィナンシャルグループ」を設立する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権・無効数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

209,503 119 0 (注)１ 可決 99.94

第２号議案
取締役9名選任の件
 玉城　義昭
　山城　正保
　金城　善輝
 伊波　一也
 髙良　茂
 佐喜真　裕
 細見　昌裕
 安藤　弘一
 当山　恵子

 
 

177,564
177,700
178,035
178,284
178,312
209,078
182,490
182,749
183,107

 
 

32,057
31,921
31,587
31,338
31,310

544
27,132
26,873
26,515

 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(注)２

 
 

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

 
 

84.70
84.77
84.93
85.05
85.06
99.74
87.05
87.18
87.35

第３号議案
監査役1名選任の件
　山城　達彦

 
 

181,819

 
 

27,803

 
 
0

(注)２
 
 

可決

 
 

86.73

第４号議案
役員賞与支給の件

201,478 8,143 1 (注)１ 可決 96.11

第５号議案
株式移転による完全
親会社設立の件

209,317 304 1 (注)３ 可決 99.85

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。
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